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９．談合問題と技術者倫理



９．１ 談合とは？

入札において、競争で決めるべき落札を事前に落
札者を決め、この会社が落札できるように官庁や他
の会社が支援すること

いろいろの形態の談合がある

民間会社どうしの談合

官庁がある特定の会社に仕事をさせたいとの意
向（天の声と呼ばれる）を内々に出す官製談合

・・・



９．２ 談合はなぜ問題か？

公平な競争をしないことにより、落札価格が高く維
持される。これにより、国民の税金でまかなわれる公
共事業では、税金の無駄使いとなる（自由競争の排
除）。

本来、価格、品質等で努力した会社が落札すべき
入札に置いて、公平な競争が阻害される。



９．３ 入札システムと深く関わる談合

発注官庁
計画、調査、設計

工事等の予定価格作成

指名競争入札

Ａ社 Ｃ社

Ｆ社 Ｇ社

Ｈ社

Ａ社

Ｃ社

Ｂ社

Ｄ社

Ｅ社 Ｆ社

Ｇ社 Ｈ社

登録会社
登録会社の中か
ら、入札に参加す
る会社を官庁が
指名

入札

予定価格内で
最低価格社が
落札



９．４ なぜ、談合が行われるか？

競争をすると、特定の会社だけが生き残って、業界全
体として多数の会社を維持できないための“必要悪”だと
いう見方がされてきた。

競争を好まない日本人の気質も影響

身内の会社に仕事をさせたいといった政治家の影響力
。地元利益誘導型の政治家を歓迎しがちな日本の政治
風土

価格だけの競争になっているため、技術力のある会社
に落札させたいとの官庁側の思惑。



なぜ、談合が行われるか？（２）

天の声を温存させたいとの役人の思惑

ある年齢になると“肩たたき”される役人の人事シ
ステムでは、天下り先の確保が重要

指名競争入札制度では、指名権は役人の権力
保持の大きな力の源泉

指名するかわりに、役人の古手を民間に押しつ
ける



９．５ 談合は犯罪

自由主義経済の基本となる企業間の公平かつ自由な
競争の維持、促進を目的とする

不当な取引制限（カルテル）、私的独占、不正な取引
方法の禁止を定めている

入札談合は不当な取引制限（カルテル）に該当。

違反すると、違反行為の差し止めとそれに付随する一
定の措置（排除措置）や課徴金等の行政措置を受ける。

違反者には懲役や罰金、違反行為の存在を知りなが
ら防止しなかった会社代表者に対する罰金等の刑事罰
が課される。

１）独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律）



談合罪

公の入札で公平な価格を害し、又は不当な利益を
得る目的で談合した者に対し、懲役または罰金

競売入札妨害罪

予定価格の決定に関与した者が、その額を特定の
入札予定者だけに内報して入札させる等、偽計を用
いて入札の公平を害した者に懲役又は罰金

２）刑法



官製談合防止法（入札談合等関与行為の排除及
び防止に関する法律）

公平取引委員会は、発注機関の職員に入札談
合等関与行為があると認められるときは、発注機
関の長に対して改善措置を講じることができる。

指名停止処分

予算決済及び会計令（予決令）、地方自治法に
より、入札談合等の行為者を２年間入札に参加さ
せないことができる。



読売、２００５年５月２１日



読売、２００５年７月１３日



読売、２００５年７月２６日



９．６ 談合と若手技術者（事例１）

Ｋ君はコンサルタンツＦ社に入社して３年。熱意を持っ
て仕事に取り組んでいる。

Ｍ市から発注される下水道の設計業務が入札されるこ
とになり、Ｋ君が実務担当者に抜擢された。

Ｋ君は、特殊なコーティング材を塗布したり、断面係数
のあり方をいろいろ検討し、ほぼ見通しをつけることがで
きるようになった。



見通しがつき始めたある日、上司のＴ設計課長が顔
を曇らせながらＫ君の所にやってきて言った。

「営業の方針で会社の方針が変わった。残念だけど、
今までの検討は中止して、今回の入札には従来通りの
標準的な設計を基本として対応する」

「対象下水道区間に本社が面しているＧ社が、今まで
の経緯等もあり、どうしても今回の設計業務を入手した
いと強力に働きかけたからだ」



Ｔ設計課長の上司のＵ設計部長は、営業部門に設計
状況を説明したが、別件の大型案件も控えているので、
ここはＧ社に恩を売っておきたいと営業部門は主張する。

他社もＧ社本命を認めているようだ。

Ｋ君は、ひどくがっかりしたが、「まあ、そういうもんなん

だろうな」と自分に言い聞かせることにした。



考えてみよう

今回の経験が、将来を嘱望された若手技術者Ｋ君の今
後にどのような影響を与えるだろうか？

このような状況を何回も経験した場合、Ｋ君は技術者と
して厳しい競争にうち勝つべく新たな技術の習得や必死
の創意工夫を行うだろうか？

若手技術者が新たな技術の習得や創意工夫に熱意を
持たなくなれば、企業やコンサルタンツ業界の競争力向
上を期待することは難しくなり、中長期的には衰退を余儀
なくされるのではないか？



９．７ 談合による信用の失墜（事例２）

Ａ市が発注する道路橋補強工事でＢ社が指名されたた
め、Ｓ土木部長は入札価格算定のため、検討を開始。

コンクリート橋脚の補強はＢ社の得意分野。独自工法
採用で、入札価格を抑え、有利な競争が可能とＳ部長は
考えていた。

技術検討が大詰めを迎えようとしている時、営業部門
から、技術検討の結果出される価格を大きく上回る額で
入札するとの方針が出された。



Ｓ土木部長は、その指示にいささか疑念を感じたが、
あえて営業部長に対して詳しい説明を受けようとはせず、
提示された額に会わせて積算するように部下に指示した。

入札の結果、Ｂ社はＡ市の道路橋補強工事を他の指
名業者からほんのわずかだけ下回る額で落札した。



１週間後、・・・

Ｓ部長が出勤すると、公正取引委員会の立ち入り検査
が始まろうとしていた。公正取引委員会は土木営業部だけ
でなく、土木技術部も含めて関係書類を押収していった。

Ｂ社にとって悪夢のような長い１日が過ぎた。しかし、これ
は翌日から始まる苦難の序章に過ぎなかった・・・

翌日の新聞において、Ａ市発注工事に絡む１５社の談合
疑惑が大々的に報じられ、Ｂ社がその調整役を担ってい
たことも触れられていた。



Ｂ社では連日マスコミも取材対応や市民からの苦情電
話の対応、取引先への対応に追われた。

公正取引委員会における審判、審決を経て、Ｂ社を含
む１５社は指名停止処分を受けることとなった。

マスコミがことあるごとに事件の推移を報じたため、Ｂ
社の社会的信用は地に落ちていった。

Ｂ社の経営状態は取り返しがつかないほど悪化してし
まった。



考えてみよう

技術部長のように談合の周辺にいて、気づかないふり
をすることが、結果的にどのような問題として自分や自分
の属する組織に降りかかってくるかを考えてみよう。

談合により安易な条件が提示され、技術的な検討作業
も簡略化されるかもしれない。しかし、入札の公平性、客
観性を阻害し、国民の信頼を損ねることになるのではな
いだろうか？

談合は、技術力を発揮し、技術の研鑽を推し進めること
を阻害するのではないだろうか？



鋼橋の談合事件は
どうなりつつある
か？



政治の犠牲になりやすい公共工事



９．８ 談合のタイプ

民間会社の談合

受注金額をつり上げる

カルテル

官製談合

官庁が勧奨退職先を確保するために、予定価格
等の情報を漏らしたり、業者選定を不正に行う。

政治家による談合

投票、政治献金に対する見返りとして入札情報
を漏らさせたり、業者選定を不正に行う。



９．９ 官製談合

官庁で活躍した旧技術系公務員が民間で活躍するこ
とは、個人としての公務員がそれを希望する場合には、
日本全体の人材の有効活用の面から見て、結構なこと
。基本的に問題はない。

しかし、入札契約に違法な関与をしたり、あるいは、旧
技術系公務員の採用数をもとに入札参加資格に影響を
与えようというのは、プロフェッショナルという視点から
見ると、実に悲しい行為。



官庁は公務員の使い捨てをやっていてよいのか？

同期が局長になる前から順次、数を減らすという前時
代的な人事を変えるべき時期。こんな人事をしているの
は、日本の官庁だけだ。

せっかく採用し、“公”の立場で育てあげた人材を、年
を食ったからといって民間に“引き取らせる”のは、人の
使い捨てではないか？

プロフェッショナルとしてのライフタイムにわたって技術
系公務員を雇用できないのならば、採用人数を減らして
はどうか？



９．１０ 談合と技術者倫理

談合問題は、建設業界や土木技術者に対する社会の
見方に、大変大きなネガティブな影響を及ぼしている。

公共事業執行過程において一段と透明性が求められ、
反社会的な行動が厳しく糾弾される中で、談合問題を放
置することは、企業や官庁にとって大きなリスクとなってい
る。

建設業界や土木技術者が期待するような社会の評価を
受けながら社会に貢献していくためには、毅然として談合
問題を解決し社会の疑惑を払拭していかなければならな
い。



談合は必要悪ではない。談合は違法行為であり、法
令遵守（コンプライアンス）の問題である。したがって、談
合は、技術者倫理の問題ではない。

しかし、談合は長年の商習慣や地域の政治経済社会
システムと密接に関わっている。

違法行為を行なう少数の人間だけの問題と位置づけ
るのではなく、より広く談合問題に間接的に関わる様々
な人々の価値観や行動規範のあり方に関わる問題と捉
える必要がある。

ここでは、技術者倫理が重要な要素となる。



９．１０ 国民から見た談合
問題

談合当事者

組織内関係者

一般建設関係者

一般国民

一般建設関係者は、
談合問題により大きな
影響を受けているが、こ
れにより被害を被ってい
るという意識が欠如して
いる。

国民から見ると、談合
当事者が誰かが区別で
きないため、建設業界
全体が談合に関わって
いると受け止めがちで

ある。



９．１１ 入札制度面だけの改善では不十分

公共事業の入札制度が原則として価格のみの競争に
なっていることが談合を生じやすくしている。

公共工事品確法（平成１７年４月施行）等、現在進めら
れている価格以外の要素を加味できる各種入札制度の
導入等、官民が協力して実行力のある制度を確立要。

しかし、制度面の改善だけでは不十分で、多くの関係
者の意識改革が必要。



９．１２ 専門家集団としての意識改革の必要性

談合体質を放置することに伴い、土木界が社会からど
のように見られているか？

技術者の誇りやモチベーションを阻害しないか、大学に
おいて土木を目指す優秀な学生の激減している等、将来
を担う人材確保にどれ程の影響を与えているか？

談合体質が厳しい国際競争にうち勝つような企業の成
長を妨げていないか？

官民の技術者一人一人が真摯に自問し、談合問題を
自分たちとは関係がないところで生じている問題との認
識を改める必要がある。



９．１３ 倫理に反した行動を取った企業に
向けられる国民の目

倫理に反した行動を取った企業に向けられる国民や消
費者の目は、年々、厳しくなっている。 雪印乳業、三菱自
動車、料亭吉兆のように、消費者から、そっぽを向かれて
組織の存続に影響の出る企業も増えている。

不買運動等で、国民が怒りを当該企業に向けられる場
合には、問題を起こした企業に向けられる非難が当該業
界全体を非難する声になることはまれ。



９．１４ 違法行為をした企業だけでなく、
土木界全体が悪と見なされがち

官発注である建設業では、反社会的な行動や倫理に
欠ける行動を取った企業に対して、国民が不買運動等
の形で社会的制裁を加えることができない。

発注者は不正行為を働いた企業に対して指名停止措
置を取るが、一般に指名停止期間は短く、国民の納得を
得られるものではない。

当該企業は官庁には謝罪したのであろうが、最終発注
者たる国民に向けた謝罪はされていない。



国民には、どのような再発防止策が採られたかがわか
らない。

不正が発覚したのは運が悪かった、どこも同じことをし
ているという意識が強く、再発防止策さえ取られないま
まに、活動を再開する企業もある。

こうした事例が積み重なり、国民はこれを建設業界の
官民癒着ととり、本来、不正を働いた企業に向けられる
べき怒りが建設業界全体に向けられるようになる。

違法行為をした企業だけでなく、
土木界全体が悪と見なされがち（２）



建設業界は自浄作用の無い、癒着と談合の世界と
見なされ、建設業が国民生活の向上にいかに貢献して
いるかを説いても、聞く耳を持たない状況になっている

法律、企業倫理、個人倫理等、いろいろな問題に関
連するが、一人一人の技術者が談合問題と向き合い、
これを許さないことが重要。

違法行為をした企業だけでなく、
土木界全体が悪と見なされがち（３）


